
公示する制限措置等の内容

内容

漁業種類 いわしすくい網漁業

許可又は起業の認可
をすべき船舶等の数
又は漁業者の数

5

船舶の総トン数 ３トン以上10トン未満

推進機関の馬力数 ※定めなし

操業区域 島根県益田市魚待ノ鼻から325度の線以西の島根県沖合海面

漁業時期 ４月１日から７月31日まで

漁業を営む者の資格
山口県内に住所又は主たる事務所を有し、島根県と山口県との間で調整が図られ
ている漁業者

令和８年６月９日から令和８年６月22日まで
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